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（午後４時００分 開会） 

○草野災害医療担当課長 それでは、定刻となりましたので始めさせていただきます。  

  改めまして、皆様、本日はお忙しい中、お集まりいただきまして、まことにありがと

うございます。  

  本日の進行を務めさせていただきます、災害医療担当課長の草野と申します。どうぞ

よろしくお願いいたします。以後、着座で進めさせていただきます。  

  開会に先立ちまして、本日の出席状況についてご報告をさせていただきます。  

  まず、坂本委員、横田委員、織田委員におかれましては、所用のため欠席とのご連絡

をいただいております。 

  なお、横田委員の代理として、横堀様にご出席をいただいております。  

  続きまして、資料の確認をさせていただきます。  

  席次、委員名簿のほか、次第のとおり資料を配付しております。過不足等ございまし

たら事務局までお知らせいただければと思います。  

  ここで新たに就任されました委員をご紹介いたします。  

  東京都病院経営本部経営企画部広報担当課長の小野委員でございます。  

○小野委員 小野と申します。どうぞよろしくお願いいたします。  

○草野災害医療担当課長  どうぞよろしくお願いいたします。  

  他の委員の皆様のご紹介につきましては、委員名簿の配付をもってかえさせていただ

きます。  

  本協議会の設置要綱、東京ＤＭＡＴ運営要綱、活動要領につきましては、別冊の参考

資料として添付させていただきましたのでご確認をお願いいたします。  

  それでは、ただいまから令和元年度東京ＤＭＡＴ運営協議会を開催いたします。  

  初めに、開催に当たりまして、東京都福祉保健局医療政策部長、矢沢からご挨拶を申

し上げます。  

○矢沢医療政策部長 皆様、こんにちは。東京都福祉保健局医療政策部長の矢沢でござい

ます。 

  先生方におかれましては、大変お忙しい中お集まりいただきまして、まことにありが

とうございます。  

  また、日ごろから保健医療、福祉行政、特に救急災害医療につきまして、ご支援、ご

協力を賜りましてありがとうございます。  

 さて、本会議は東京ＤＭＡＴの全体方針を決める会議ということで、毎年２回ほど開

催をさせていただいておるところでございます。本日は、昨年度の東京ＤＭＡＴの活動

状況についての報告、また、今年度の隊員養成計画、東京２０２０大会に向けました東

京ＤＭＡＴの活用について、また、医療対策拠点におけます東京ＤＭＡＴ隊員による支

援活動など、多岐にわたりご審議いただくこととなっております。  

  先生方の忌憚のないご意見を承りたいと存じます。本日はどうぞよろしくお願いいた
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します。  

○草野災害医療担当課長  それでは、以後の議事の進行につきましては、山口会長にお願

いしたいと存じます。よろしくお願いいたします。  

○山口会長 皆さん、お忙しい中、お集まりいただきまして本当にありがとうございます。

まさにお盆真っただ中で、何でこんな日に、ということがあるんでしょうけれども、こ

れだけご高名な皆様方にお集まりいただくにはこういう無理やりな日程しかなかったと

いうことも何とぞご理解いただきたいと思います。お盆返上でご出席賜ったことに本当

に感謝申し上げます。  

今回、平成元年度の第１回の親会ということで、前回からちょうど６カ月を経た開催

となります。きょうは部長からお話がありました大事な審議事項を用意してございます

が、一方で台風も近づいているようでございますので、足元が悪くならないうちに、で

きるだけ会を閉じられるように円滑な進行にどうぞご協力いただきたいと思います。ど

うぞ今日はよろしくお願いいたします。  

それでは、早速、次第に従って進めさせていただきたいと思います。  

まず、報告事項２件ということですので、これはまとめて事務局のほうからご説明を

お願いいたします。  

○事務局（関） まず、資料１をごらんください。Ａ４の横資料となります。平成３０年

度東京ＤＭＡＴの活動状況について報告をさせていただきます。  

  平成３０年度の東京ＤＭＡＴ出場要請件数が４０９件、そのうち現場到着に至った件

数が１６０件となり、いずれも前年の約２倍となりました。  

  また、傷病者に対しまして、医療処置を施した件数も７１件と約１．５倍の件数とな

り、早期に災害現場へ医療を届けることについての一定の成果を上げることができたと

考えております。  

  さらに、本資料の３、対応状況の死亡診断件数が３８件と、前年比で約３倍の件数と

なっておりますが、東京消防庁指令室や災害現場の指揮本部長の判断として、救出完了

後、直ちに東京ＤＭＡＴを引き揚げにするのではなく、現場直近までＤＭＡＴが来てい

る場合に、そのまま現場に向かわせることが効果的と判断したケースの増加が数字とし

てあらわれております。 

  死亡診断以外の事案につきましても、東京ＤＭＡＴの現場到着時、既に挟まれ等が解

除されていた事案が平成３０年中は５２件ございました。本件につきましては、平成３

０年度第２回東京ＤＭＡＴ運営協議会におきまして、東京ＤＭＡＴの引き揚げ時期につ

きまして、搬送先が決まらず、傷病者が現場にいる場合には、ＤＭＡＴをそのまま現場

に向かわせたほうが効果的ではないかというご意見を賜りましたので、事務局として改

めて確認をいたしまして、そのような運用をしているケースが多くあるということを報

告させていただきます。 

  資料１につきましては以上となります。  
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  次に、資料２をごらんください。大規模イベント時における救急災害医療体制検討部

会のワーキンググループの設置についてでございます。  

  東京都では、東京２０２０大会の開催を見据えまして、開催前後における日常の救急

医療体制の確保や東京２０２０大会への医療体制の支援等についての具体的な議論を行

うため、救急医療対策協議会及び東京都災害医療協議会の下に「大規模イベント時にお

ける救急災害医療体制検討部会」を設置しまして、ラストマイルを含む競技会場周辺の

医療体制の確保や、多数傷病者の発生やテロ対策など不測の事態に備えた対応等につい

て具体的な検討を行っているところでございます。そうした中で、東京ＤＭＡＴを活用

できる部分についても幅広く検討してまいりたいと考えております。  

  つきましては、検討部会の下に東京２０２０大会期間中における東京ＤＭＡＴの活用

等について、東京ＤＭＡＴの主要なメンバーから成るワーキンググループを設置しまし

て、専門的な見地からご意見を頂戴したいと考えております。  

  メンバーにつきましては、２枚おめくりいただきまして、１０名の皆様を既に委嘱し

ております。また、必要に応じまして、他の皆様にもお入りいただく場合もあるかと存

じますが、何とぞご理解、ご協力ほど、よろしくお願いいたします。  

  なお、８月２日に行いました東京ＤＭＡＴ企画・調整小委員会におきまして、本件に

ついて説明をしたところでありますが、東京ＤＭＡＴの企画・調整小委員会に属してい

ない委員もおられますので、事務局から再度説明をさせていただきます。  

  ８月２日の小委員会の中で東京２０２０大会における東京ＤＭＡＴの活用について、

幅広く検討する中で、東京ＤＭＡＴを災害の発生が予測される場所にあらかじめ配備す

ることを含め検討するとの説明をしましたが、予防的な観点を含め、訓練を行ったり、

早く傷病者を運べる方策、救護所の位置等の準備を進めていく中での検討をワーキング

のメンバーで検討していきたいと考えております。今後、部会の検討状況を踏まえて決

めることになりますが、現時点では、東京ＤＭＡＴ対応による医療従事者への教育を考

えております。詳細につきましては、審議事項の（４）の中でご説明をさせていただき

ます。 

  報告事項につきましては以上となります。  

○山口会長 ありがとうございます。  

  まず、一つ目の報告事項、平成３０年度の活動状況について、大分件数もふえている

ようですけれども、これについてはご質問、ご確認はありますでしょうか。せっかく近

くまで行ったんであれば現場まで到達させろよというのは、石原先生も前回ご発言があ

ったかと思いますが、よろしゅうございますでしょうか。  

○石原委員 はい、ぜひやっていただければ勉強になると思います。  

○山口会長 ありがとうございます。  

  それから、死亡診断も３倍にふえているというお話でしたけども、この辺については

濱邊先生、ご意見をいただけますでしょうか。  
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○濱邊委員 事後検証小委員会委員長の濱邊です。先日、今年度の事後検証小委員会を開

催し、先ほど報告のあった活動状況に関する事後検証を行いました。その中で今ご説明

があったとおり、出場件数が３倍近く増えたということと、現場での死亡確認が随分ふ

えているということが報告されました。実は、早期運用することの効果の一つとして、

死亡確認が現場で増えるということを予想していたというか、期待していたところがあ

ったんですが、そういう意味では期待どおりの結果でした。無駄と言うと叱られちゃう

んですけども、医療機関に運ぶことなく、あるいは救急隊を煩わせることなく現場で傷

病者の死亡確認ができれば、救急隊をより有効に活用できるというような発想で、その

ためにＤＭＡＴ隊員が活用できるんであれば、それにこしたことはないという思いでし

た。そういう意味では、早期運用に伴う効果が十分上がってきているなというふうなこ

とを感じているところです。  

○山口会長 ありがとうございます。  

  現場で死亡確認ができているということについては、森住部長、コメントをいただい

てもよろしいでしょうか。  

○森住委員 搬送先の病院を選定する手間も時間も短縮できますし、救急隊がその時点で

フリーになるということになりますので、かなり活動時間の短縮にも貢献しているとい

うふうに理解しております。  

○山口会長 ありがとうございます。  

  件数が２倍になってますけども、連携隊運用を含めて過剰な負担にはなってないんで

しょうか。東京消防庁のお立場からいかがでございましょうか。２倍というのは許容範

囲で。 

○竹泉委員 特に大きな負担になっているということはございません。  

○山口会長 そうですか。  

○竹泉委員 やはり現場としても、非常に先生方に早期に現場に来ていただけるというこ

とで、指揮本部長、それから現場で活動する隊についても非常に心強く感じているとい

うことを聞いております。  

○山口会長 ありがとうございます。  

  これは出す側と医療側はいかがでございましょうか、これだけ件数が増えていると、

実感としておありでしょうか。これについてのご負担感とか、大丈夫でしょうか。  

○横堀様（横田委員代理）  一つよろしいですか。  

○山口会長 はい、どうぞ。  

○横堀様（横田委員代理） 日本医大も何件か大分増えてきてはいるんですけれども、す

みません、代理でごめんなさい、横堀ですけれども、倍に増えているということは、そ

の活動基準のコール基準を何か変えているとか、そういった背景の変化というのはある

んですか。急に倍にふえているというのはちょっと理解に苦しむんですけれども。  

○濱邊委員 だから、早期運用を始めたんです。  



－5－ 

○横堀様（横田委員代理）  そうなんですね。すみません、そういうことなんですね。じ

ゃあ、その運用のコールを変えて。  

○濱邊委員 キーワード方式、ですね。 

○横堀様（横田委員代理）  キーワード方式を変えたんですか。  

○濱邊委員 これまでは現場の指揮隊長なり、現場に着いた救急隊がＤＭＡＴを要請する

というのが一般的なルートだったんですが、それだと後手に回ることが多かったり、あ

るいは途中引き揚げが多いということなので、１１９番の入電段階で特定のキーワード

でもって、指令室の判断で、もう出しちゃおうというやり方を、平成２９年度に試行し

てみたところ。 

○横堀様（横田委員代理）  これだけ増えたということですね。  

○濱邊委員 それで、平成３０年度から本行ということになったわけで、このデータが、

１年間本気でやってみた結果ということになります。  

○横堀様（横田委員代理）  わかりました。すみません、愚問で失礼しました。  

○山口会長 ありがとうございます。  

  あと、よろしいでしょうか。報告事項１につきましては。 

 では、報告事項２、このワーキンググループの設置についてということですけれども。

これは組織図上、このワーキンググループがこの協議会にぶら下がっている構成ではな

くて、救急医療対策協議会及び災害医療協議会のもと、大規模イベント時の検討部会に

ぶら下がっている格好の設置なので、ここでは報告事項という、そういう仕切りになっ

てございます。ご理解賜ればと思います。  

  はい、どうぞお願いします。  

○小井土委員 じゃあ、一つだけ確認させていただきますが、災害医療センターの小井土

ですけども、今、関さんのほうからもラストマイルというような言葉がありましたけれ

ども、そうすると、スタジアムの中はもちろん、そのＪＯＣというか組織委員会がやる

わけですけども、スタジアムの外に関しては、ラストマイル含めて、もうこれは東京都

としての対応をとるという、少なくとも東京都の会場に関しては東京都がやるというこ

とで、厚労省、いろいろまだ少しほかのステークホルダーもいらっしゃると思いますけ

れども、これはもう東京都が救護所も含めて全部やるということで、という理解でよろ

しいでしょうか。  

○事務局（関） 今、先生からのお話にありましたとおり、組織委員会のほうが競技場の

中、競技場の外は東京都が担当する体制という解釈になります。  

○山口会長 では、ほかにご質問、ご確認なければ、審議事項のほうに。 

○木下委員 １点だけすみません。  

○山口会長 はい、どうぞ。  

○木下委員 日大の山口順子に関しましては、職位が科長ですので修正願います。  

○事務局（関） 失礼いたしました。  
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○山口会長 はい。承知しました。ありがとうございます。  

  では、よろしいでしょうか。  

  では、審議事項の１、今年度の隊員養成研修の実施計画についてご説明をいただきた

いと思います。よろしくお願いします。  

○事務局（関） 資料の３、令和元年度隊員養成研修実施計画（案）についてでございま

す。審議事項の１となります。  

  日程と会場につきましては、東京消防庁と事前に調整をいたしまして、座学につきま

しては、前期は９月１７日の火曜日、後期が９月１８日の水曜日に、立川市にあります

立川地域防災センターで行います。  

  実技につきましては、前期は１１月５日の火曜日、後期が１１月６日の水曜日に、足

立区にあります東京消防庁第六方面消防救助機動部隊訓練場において実施予定でござい

ます。 

  研修内容の変更につきましては、都内大規模地震等発生時における東京ＤＭＡＴの新

たな業務としまして、医療対策拠点の支援活動が加わりましたので、座学・実技それぞ

れカリキュラムの追加を考えております。詳細につきましては、審議事項の３で説明を

させていただきます。  

  最後に、養成人員につきましては、今年度も引き続き、隊員数１，０００名体制確保

の観点から、前期・後期各８０名、計１６０名の養成規模とさせていただきます。  

  資料３につきましては以上となります。  

○山口会長 ありがとうございます。  

  実施計画についてのご案内でございましたけれども、こういう日程で東京消防庁さん

とも調整をしていただいたということで計画されているというご趣旨ですけれども。内

容については、この後、議論していただきますけれども、こうした計画で開催というこ

とについては、これでよろしいでしょうか。今年度も８０・８０という体制でというこ

とですけれども。  

（なし）  

○山口会長 はい、ありがとうございます。  

  では、審議事項２の受講枠について、続いてお願いいたします。  

○事務局（関） 続いて、資料４をごらんください。審議事項２となります。令和元年度

隊員養成研修受講枠（案）について説明をさせていただきます。  

  左から現在の隊員数、真ん中の数字が各施設から調査しました希望枠を考慮した受講

枠、右側が研修修了後の隊員数となります。目標である東京ＤＭＡＴ１，０００名体制

の維持、これを目安にしておりますので、指定病院が２５ありますので、１施設当たり

４０名、職種のバランスを考慮しますと、医師１４名、看護師２０名、調整員６名の配

分としております。  

  受講希望枠、各施設別の隊員数、バランス、この３点に配慮しまして、今年度の受講
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枠を決定しております。 

  資料４の説明につきましては以上となります。  

○山口会長 ありがとうございます。基本的には、これは各医療機関に希望をまずお伺い

した上で、それをもとに調整をしてくださっているというご趣旨の説明でしたけれども。

ご意見、いかがでしょうか。 

  前回、企画・調整のところでは、この隊員数が実際に出られる実勢を反映してない医

療機関もあるよというようなご意見もいただいたところでございますけれども、実際に

その隊員の資格を持っている人がいろんな病棟に配属が変わっていて、すぐには出られ

ないような隊員も結構いるんですよというようなご趣旨のご発言もありましたけれども、

いかがでございましょうか。あるいは、先生方のご施設の、今年の隊員枠、受講枠につ

いて何かご意見、よろしゅうございますか。  

（なし）  

○山口会長 はい。では、また、もしお気づきのことがあったら振り返ってでも結構でご

ざいますのでご指摘いただければと思います。  

  では、続きまして、カリキュラムの変更についてご説明いただきます。  

○事務局（関） 審議事項の３になります。資料５－１をごらんください。隊員養成研修

のカリキュラム等の変更について説明をさせていただきます。  

  概要に記載のとおり、東京ＤＭＡＴ運営要綱及び都内大規模地震災害等発生時活動要

領の一部改正を３月に行いまして、新たに医療対策拠点におきまして東京都地域災害医

療コーディネーターを支援する体制を構築しました。隊員養成研修のカリキュラムに座

学研修として３０分、実技研修として２５分を新たに加えるものでございます。  

  隊員養成研修における、この部分のテキスト作成につきましては、平成３０年度第２

回東京ＤＭＡＴ運営協議会におきまして活動・教育小委員会に一任するとされておりま

すので、本小委員会のメンバーを中心に現在進めております。  

  また、東京ＤＭＡＴ隊員の実働用マニュアルの作成につきましても、本小委員会のメ

ンバーを中心に進めておりまして、東京都災害医療図上訓練等の機会を使いまして、マ

ニュアルを活用しまして、練度を高めていきたいと考えております。こちらにつきまし

ては、随時、委員の皆様と内容を共有しながら、ご意見を賜りながら案を作成したいと

考えております。  

  次に、ＮＢＣ災害発生時対応のⅡ、Ｍｏｄｕｌｅ５．１－２についての変更点となり

ます。これまで、東京消防庁警防部特殊災害課による講義のみでありましたが、講義に

加えまして、化学機動中隊によるＮＢＣ災害を想定した活動展示、解説を行うことで、

装備資器材の種類、特性等の理解をより深めていただくことを目的としております。裏

面をごらんください。カリキュラムは６０分の持ち時間のうち、前半が座学、後半が屋

外での活動展示としております。  

  次の変更点としまして、多数傷病者発生事案、野外シミュレーション、Ｍｏｄｕｌｅ
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７でございます。養成研修の開始以来、交通事故による多数傷病者想定が行われてきま

したが、東京消防庁の訓練施設を最大限活用し、建物倒壊による多数傷病者の想定に変

更するものでございます。また、昨年度末に現場携行用資器材として整備しました、タ

ーニケットを使用する想定も取り入れ、適応症例の理解並びに取扱要領の習熟を図るも

のでございます。  

  また、次のＡ３資料、資料５－２として、隊員養成カリキュラムの新旧対照表にて、

左側が昨年度、右側が今年度の内容、スケジュールの変更箇所についてまとめておりま

すのでご確認ください。 

  資料５の説明は以上となります。  

○山口会長 ありがとうございます。大きく三つのポイントで変更についてのご説明があ

りました。一つ目が、医療対策拠点の支援活動が正規の活動として位置づけられたこと

に伴う変更ということです。  

  これについては、活動・教育小委員会の小井土先生、コメントをいただいてもよろし

いでしょうか。お願いします。  

○小井土委員  はい。新しい活動要領で、医療体制拠点の災害医療コーディネーターの地

域災害医療コーディネーターの支援が入ったということで、もともとはこの左側のよう

に非常に研修自体はタイトだったんですけれども、そこに何とか新しいものを入れると

いうことで、ただ、時間的に非常に限られていまして、新しいところもわずか何分でし

たか、２５分・２５分でしたっけ、というようなところで、今、森川先生を中心にどう

やって効率よくそのことを。３０分・３０分ですか、伝えるかということを、あ、３０

分・２５分ですね。伝えるかということを今検討中ということで、どうやって効率的に

伝えるかが今の課題ということです。何とか９月までの研修までには完成させるという

ところで今やっています。  

○山口会長 ありがとうございます。ご苦労をかけておりますけども。  

  具体的な研修内容については、何か委員の先生方からご希望とか、小井土先生にお願

いしたい部分はございますでしょうか。  

  はい、濱邊先生、お願いします。  

○濱邊委員 企画小委員会のときにも申し上げたんですけども、小井土先生がおっしゃっ

たように、もうえらくタイトなスケジュールなんですよ。それで、いわゆるｅラーニン

グのような格好で事前に予習ができる、あるいは資料をあらかじめ確認できるというよ

うなことをぜひやっていただきたいということで、そのときにも申し上げたんですけれ

ども、東京ＤＭＡＴのホームページを有効に活用できないかなと思っているところです。

ｅラーニングをするための例えば資料のストックのサーバーというか、そういうところ

として、東京ＤＭＡＴのホームページを活用すればいいのかなというふうに思ってるん

です。今、実際どういうふうにホームページが動いているのか、ごめんなさい、私、実

はちょっと確認し損ねてきたんですけども、実際に見てないんで何とも言えないんです
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が、今はもう何でもかんでもホームページを見るというようなことになってきているの

で、特に２０２０で注目されるんだとすると、東京ＤＭＡＴの運営協議会として、きち

んとホームページを見直すというか、つくり込むというか、そういったことが必要にな

ると思います。今申し上げた資料のストックとかｅラーニングができるようなステージ

ということも含めて、ぜひいいものをつくってほしいということを、事務局にお願いを

しておきたいと思います。  

○山口会長 事務局から。  

○草野災害医療担当課長  ただいまの濱邊先生のご意見のほうもまた参考にさせていただ

いて、ホームページのほうも確認したいと思います。ありがとうございます。  

○山口会長 それから、本当にこれ、これだけタイトになってきたら、基本的なことはｅ

ラーニングというのは世の中の流れでもございますけども、この辺についての議論は小

井土先生、いかがでございますか。将来的にということも含めて、はい。  

○小井土委員  そうですね、一番は結構コストの問題だと思うんですけども、それを何と

か、東京ＤＭＡＴですので東京都でそこら辺をクリアしていただいて。  

○濱邊委員 ｅラーニングって、そんなにコストがかかるの。 

○小井土委員  結構かかる。一部を、やっぱり先生がおっしゃったように、世の流れです

から、座学に関しては何とかｅラーニングのほうには持っていきたいというふうに私も

思ってます。また進めたいと思います。  

○山口会長 事務局と相談して。 

○小井土委員  はい。 

○山口会長 ありがとうございます。この辺、教育手法については。 

  竹島先生、何かコメントはありますか。  

○竹島委員 いえいえ、大丈夫です。  

○山口会長 よろしいですか。  

○竹島委員 じゃあ、せっかくですから、ちょっと気になっているのは、自衛隊中央病院

の竹島です。ここ二、三年の間で、特にＮＢＣですかね、あと大量照射のときもそうな

んですけど、現場での活動について、やっぱりもうｓｔａｙ  ａｎｄ ｐｌａｙ型でな

くて、もうｓｃｏｏｐ  ａｎｄ ｒｕｎだというのであったり、あとは除染についても、

もう脱衣だけでいいんじゃないかといった流れが出てきてるんじゃないかなと。そうい

うのは教育の内容には含まれてきつつあるんでしょうか。  

○山口会長 それは。  

○小井土委員  ＮＢＣの。 

○山口会長 はい。 

○小井土委員  まさにＮＢＣは私の厚労省の研究班の中でいろいろやらせていただいて、

今、竹島先生がおっしゃったように、除染の仕方とか、世界的な標準というものを日本

の中に持ってきたほうがいいんじゃないかという提言中ですけれども、実際にはまだち
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ょっと、日本の教育はまだそこまで変わってないんですね。ただ、今後変えていく必要

がありますよねということは今、提言中ということになります。  

○竹島委員 ありがとうございます。  

○山口会長 あくまでも東京消防庁の指導をいただきながら、東京消防庁のやり方を基本

にしながら東京ＤＭＡＴの歩調に合わせながら改定を進めているという、そういうスタ

ンスでございます。  

○土肥委員 よろしいですか。  

○山口会長 はい、どうぞ。  

○土肥委員 すみません、昭和大学の土肥ですけど、新規の隊員の養成で、この辺から入

ってくるもののいくつかの既存の隊、今の隊で、さっき言ったようにたまにしか出てな

いとか、いろんな人もいる中で、この辺のことを、さっきのｅラーニングができ上がれ

ばいいと思うんですけども、そのアップデートに関しては何か今回の新しく変わった部

分に関しては、既存の隊員に対しては教育はどういうふうになるんでしょうか。  

○小井土委員  一応、それも小委員会のほうで話題になりました。各病院にインストラク

ターがいらっしゃるので、その人たちに頼んで、その既存の隊員に対しては情報提供を

するというような形で、具体的に今どういうふうに進めるかというところまでは行って

ませんけども、方向性としてはそういうふうな形で。  

○土肥委員 まあ受けた受けないとか別にチェックはせず、一応、そのインストラクター

経由で発表するという。 

○小井土委員  そうですね。あと、隊員養成の、その更新時の講義の中には多分入ってく

ると思いますけど。  

○土肥委員 はい。 

○山口会長 前回、ターニケットを新たに入れたときなんかも、各病院にいらっしゃるイ

ンストラクターにそのまま講義のスライドを提供して、各医療機関ごとに周知徹底をと

いうような、そういう方法論も使わせていただいております。  

  ほかに、このカリキュラムの内容変更についてはいかがでございましょうか。  

  では、２番目のＮＢＣ、これは東京消防庁警防部からの講義に加えて、実際に化学機

動中隊による活動展示や解説をしていただけるというお話でしたけれども、これについ

ては東京消防庁の側から何か補足はございますでしょうか。  

○竹泉委員 東京消防庁の警防部の竹泉といいます。今までは基本的な座学ということで

やっておりましたけれども、実際に基本的な内容を実際の目で見ていただいたほうが分

かりやすいだろうということで、改めてこの内容を入れたということになると思います。  

○山口会長 ありがとうございます。では、この第２点目はよろしゅうございますか。  

  それから、３点目のこれまでのＭｏｄｕｌｅ７ですけれども、交通事故想定だったも

のを建物倒壊による想定にということでございますけれども、これは今回、第六方面本

部ですけども、例えば八方面、二方面でも同じ想定が可能なんでしょうか、東京消防庁
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の。 

○竹泉委員 一応、どちらの施設にもこうしたガレ場というのはありますので、二でも六

でも八でも対応は可能だというふうに思います。  

○山口会長 ありがとうございます。  

  委員の皆様方、この想定をこういうふうに変えるということについてのご意見はいか

がでございましょうか。特にご意見はないですか、建物倒壊、よろしいでしょうか。タ

ーニケットの実習も加えながらというお話がございましたけれども。特に交通事故への

こだわりとかはないですか。交通事故想定は想定でこれまでずっと歴史を積み重ねてき

てね。 

  特に想定についてのご意見、原田先生、よろしいですか。  

○原田委員 しばらく倒壊でいくという話ですよね。しばらくは。  

○山口会長 しばらく、これは。  

○原田委員 いや、全然異議はありませんけど、倒壊でしばらくいって、で、また必要が

あればまた交通事故に戻るというような、それでそのニーズでいいのかなというふうに

思いますけれども。  

○山口会長 ありがとうございます。  

  はい、どうぞお願いします。  

○小井土委員  今、先生がおっしゃったように、長い間、この大関横丁の交差点というの

が全部を通してこの柱になって、特にこのＭｏｄｕｌｅ４も全部、こっちのほうは今後

もまだ大関横丁の設定ということですので、その流れの中で普通はＭｏｄｕｌｅ７に入

ったわけですけども、今後はこの７のところでいきなり倒壊の建物をやるということに

なるので、受講生が迷わないというか、というような工夫もしつつ、これからこの倒壊

建物の中の内容を詰めていくというような作業をしなきゃいけないのかなというふうに

思っています。 

○山口会長 はい、ありがとうございます。実際にＤＭＡＴがやれることのコンテンツそ

のものは余り変わらないんでしょうか、先生、その想定が変わって。つまり教育の項目

自体は、そんなに大きな変化はないんですかね。  

○小井土委員  そうですね、ここにも横に書いてありますけど、トリアージ、救護所、発

生現場というような、このメーンのものは変わらないと。  

○山口会長 はい。ありがとうございます。この辺について、特にコメント、よろしゅう

ございますか。  

（なし）  

○山口会長 はい。では、ありがとうございます。  

  そうしましたら、次、審議事項、ここで少し変わりまして、東京２０２０大会におけ

る東京ＤＭＡＴの活用等についてということでご説明をお願いいたします。  

○事務局（関） 審議事項（４）東京２０２０大会における東京ＤＭＡＴの活用等につい
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て説明をさせていただきます。資料６－１から６－２まで順に進めてまいります。  

  資料６－１につきましては、災害派遣医療チーム「東京ＤＭＡＴ」についての資料で

ございます。内容としましては、東京ＤＭＡＴの活動内容、特性、配置状況、これまで

の主な取り組みのご紹介資料でございます。  

  ２５の東京ＤＭＡＴの指定病院が、災害への出場のみではなく、ＮＢＣの発生に備え

た取り組みや訓練等を日々行っておりまして、地域の災害医療を担っている指導的な立

場として東京ＤＭＡＴが東京２０２０大会である役割を担う理由を説明する資料として

添付しております。  

  次に、資料６－２でございます。「東京２０２０大会」に向けた東京ＤＭＡＴ隊員に

よる「医療従事者への教育」についての説明でございます。  

  東京ＤＭＡＴは、東京都の事業としまして、１，０００名を超える隊員が活動をして

おりまして、東京２０２０大会のレガシーに向けて、隊員の能力向上と地域における東

京ＤＭＡＴによる教育提供体制の構築を目的に、万が一、不測の事態が発生した場合な

どに備えまして、医療関係者が共通認識のもとで円滑に傷病者の医療救護に当たれるよ

う、東京ＤＭＡＴ隊員による教育を行うものでございます。  

  次に、具体的な実施方法となりますが、医療機関に従事している医療者を対象に、各

二次保健医療圏単位で２時間半程度の教育を１０月以降、計１２回行います。  

  主な教育内容はご覧のとおりでございます。 

  今回は、各二次保健医療圏内の医療機関を対象としておりまして、教育講師につきま

しては、研修１回当たり５名程度を予定しております。東京ＤＭＡＴ指定病院の全施設

から計３７名のインストラクターに願いする予定でございます。  

  今後の予定でございます、具体的なカリキュラム等につきましては、先ほど報告しま

したワーキンググループにお諮りした上で決定する予定でございます。１０月に教育を

開始しまして、おおむね年度内３月までには終了予定としております。  

  また、業務の都合等により、本教育に参加できない方もおられますので、各施設ごと

に職員教育を啓発してもらうために教育資料を提供するなど、啓発するための仕組みに

ついても同時に検討をしてまいります。  

  資料６の説明については以上でございます。  

○山口会長 ありがとうございます。これは地元東京で開催されるオリンピック・パラリ

ンピックの医療救護体制の充実を図るために都内の二次医療機関を対象にした教育を東

京ＤＭＡＴが担うと。なぜ東京ＤＭＡＴなのかという説明のための資料が６－１で、こ

れは皆様方には必要ないけれども、対外的になぜ東京ＤＭＡＴの隊員にやらせるんだと

いったときに、これを示す。こういう実績もあるし、こういう能力を持っている人たち

なんですよという資料というふうに捉えていただければと思います。趣旨は、これまで

東京ＤＭＡＴ、これだけの活動実績を積んでおりますけれども、地元地域とのかかわり

ということで言うと、比較的あまり親密でなかった部分もございます。こういうことも
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ありますので、今回、二次医療機関に、東京ＤＭＡＴが教育に携わることによって、よ

り地域との関連性も親密にして、もって地域の特性を踏まえた救急医療体制をより強固

なものにするという、これをもって我々東京ＤＭＡＴの側から見れば、これこそ、また

レガシーという形に生かされるんではないかという、そういった考えに基づいているも

のだというふうに理解しております。  

  この医療教育の担い手としての東京ＤＭＡＴ隊員の活用ということについてでござい

ますが、ご意見、あるいは。 

  はい、どうぞ、林先生、お願いします。  

○林委員 日赤医療センターの林でございます。二次医療圏でということですけど、これ

は二次救急医療機関から要望があればするのか、それとも二次医療圏内で、二次医療圏

というと１２医療圏に全て東京ＤＭＡＴ指定病院があるかどうかは確認してないんです

けど、その担当をある程度決めて、その医療圏の中は、例えば我々の医療圏で言うと、

三つ指定病院がありますけど、三つの病院でエリアの中の二次救急病院を全て教育する

べきなのか、それとも希望がなければしないというスタンスなのか、その辺をはっきり

していただいたほうがいいのかなと思うんですけど。  

○山口会長 事務局からご説明。  

○林委員 これは２９日と今度８月１９日に多分、二次医療機関を集めて説明会があった

と思うんですけど、前回の２９日、僕、出席させていただいて、そのコンセプトを聞い

たんですけど、どういうスタンスでやるかを、どうお考えなのかをちょっと確認したい

なと思うんですけども。 

○草野災害医療担当課長  今、先生にお話しいただいたとおり、１９日の説明会におきま

してもお話をする予定でございますけども、基本的に１２の医療圏で各医療圏ごとに１

回開催をさせていただいて、そこにその医療圏のインストラクターのＤＭＡＴの報告事

項にもご協力をいただくという形で考えています。  

○矢沢医療政策部長 参加者側が全ての二次医療機関なのか、それとも希望する二次医療

機関なのかということを。  

○草野災害医療担当課長  失礼しました。参加につきましては、基本的には任意というこ

とで考えております。  

○山口会長 開催は全ての医療圏でやるということですよね。  

○草野災害医療担当課長  はい。 

○山口会長 全ての医療圏で１回当たり１００から１５０名で会場を設定して、開催はす

ると。参加については任意であるということですか。  

○矢沢医療政策部長 そのことについてご意見があれば賜りたいと思いますが。  

○山口会長 はい。 

 はい、どうぞ、林先生。  

○林委員 東京２０２０も大事なんですけど、そのほかのいろんな災害対応とかも含めて
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考えるんであれば、まあ、来年度の大会までに間に合うかどうかは別として、ちゃんと

医療圏内で顔が見えるというのもあるかもしれませんし、全体像を上げるという点では、

ある程度、デューティーというとまた問題があるんですけど、それなりに意味を持って

全域にしたほうがいいのかなとは思うんですけど、それに対する経費がどうかかるとか

なんとかということは全く抜きにして、教育という点で言うんであれば、もう全体にす

るんならするというふうに決めてしまったほうが、多分、１回きりで、はい、やりまし

たよねというよりは、時間をかけてでもしたほうがいいのかなというふうにも思います

という、まあ、１２圏域で東京ルールの会議とかあるでしょうから、そういうところで

広報して、例えばそのときにちょっとやるとか、代表で来ていただいた病院の方々に向

けてやるとか、何かもうちょっと、ほかのものともリンクすれば、ある程度効率よくで

きるかなというふうにちょっと考えるんですけど、という感じです。  

○山口会長 ありがとうございます。１２の医療圏で開催されることは決まったとして、

じゃあ、それに参加する方策としては、例えば猪口先生、何かお知恵をおかりできます

でしょうか。  

○猪口委員 二次救急医療機関に全部ノルマのように受講しろと、その代表者一人がやっ

たからどうだという波及効果もちょっと疑問ですしね。地道にじっくりやっていくべき

ことではないかなと思います。  

  我々東京都医師会としては、二次救急医療機関に対して、その受講勧奨は一生懸命し

ようとは思いますので、これはテロの場合はどこにその二次救急の医療機関に受診する

かわからないことですから、そういう話もしながら勧奨して、どの病院も誰か一人は受

講できるような形にしたいとは思いますけれども、その広さと深さの問題で言うと、厚

みというんでしょうかね、そういうところにたどり着くのは相当時間をかけないとなか

なか難しい話かなと思います。聞けといったって、二次救急医療機関は相当人手不足の

中でやってますので、負荷ばかりかけてしまうと大変なんで、趣旨は非常に理解できる

ところですけども、徐々に、今回はレガシーとしてこのぐらいにしていただけると一生

懸命勧奨したことに対して反応もしてくれるんではないかなと思います。  

○山口会長 ありがとうございます。  

  木下先生は地域を巻き込んで訓練とかもやられていますけども、この辺の地域をどう

巻き込むかについて、何かお知恵がありますでしょうか。  

○木下委員 先ほどお話がございました地域の救急医療の連携会議がございますので、あ

そこにかかわる方々が集まってということであれば、いろんな連携がしやすいと思うん

ですけども、例えばこの資料６－２にあります３の教育の講師についてということがあ

りますが、全く別の医療圏の講師の先生が、全く自分たち外の医療圏を出ていって講師

をするということよりも、やはり圏内でやったほうが意味が大きいんじゃないかなとい

うふうに思います。  

○山口会長 ありがとうございます。  
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  そのほか。講師については、６項目ございますので、全てをその医療圏で賄うという

のはなかなか難しいので、お互いに融通し合うということはしますが、できるだけ地元、

あるいはその近隣の医療圏のＤＭＡＴ隊員が担当できるような工夫をしたいというふう

に考えております。  

  ほか、特にご意見。  

  石原先生、何かこの受講の機会という面では。  

○石原委員 多少温度差がある病院が多いと思いますので、なるべく参加してもらえるよ

うに、地区の医師会も通じながら点検をしていければというふうに思っていますけれど

も、意外と今、やっぱり２０２０に向けて医師会も先生方も意識は高まってきているの

で、受講する機会があれば受けたい先生は多いかなと思うんですが、受けたい人イコー

ルその病院全部が動くということとまた違うので、その辺は難しいと思いますが、参加

者はたくさん来ると思っております。ぜひ続けていきたいと思います。  

○山口会長 ありがとうございます。  

  はい、どうぞ。  

○竹島委員 先ほどラストマイルの話もありましたけれども、競技場外のところに、どう

いうふうな医療体制を敷くのかちょっと私も存じ得ないんですけども、そういうところ

にもし詰められる先生方がおられるんであれば、そういう先生方はやっぱり積極的に受

けていただいたほうがいいんじゃないかなと思うんですけども、そのシステムをどうい

うふうにつくるかというのは今後の課題なんじゃないかなと思います。 

○山口会長 ありがとうございます。いろいろな局面で、やはり医師会の先生も含めて、

東京全体でこういった機運も盛り上げなければいけませんし、最低限の教育という面で

は、受講の機会を持っていただきたいというふうには考えていますので、先ほど、猪口

先生、石原先生からもお話がありましたように、広報の仕方とかの工夫も含めて、また、

委員の先生方にお知恵をかりながら、なるべく広く聞いていただけるような形に、事務

局、よろしくお願いしたいと思います。  

  それでは、最後の審議事項のほうに移らせていただきます。  

  東京ＤＭＡＴによる医療対策拠点の支援活動についてご説明をお願いいたします。  

○事務局（関） 資料７をごらんください。審議事項（５）では、東京ＤＭＡＴによる医

療対策拠点の支援活動について説明をさせていただきます。  

  本活動につきましては、東京ＤＭＡＴの新たな業務としまして所要の要綱改正等を行

いまして、昨年度末に開催しました東京ＤＭＡＴ運営協議会並びに東京都災害医療協議

会におきましてご承認いただいた次第でございます。  

  支援活動の根拠①では運営要綱で、根拠②から④では東京都内大規模地震災害等発生

時活動要領にそれぞれ位置づけられております。  

  東京都防災会議の被害想定によりますと、地震の震源域によって、市部・区部での被

害には偏りがございます。スライドの１３をごらんください。区部の被害が大きい場合
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には市部の東京ＤＭＡＴが、市部の被害が大きい場合には区部の東京ＤＭＡＴが支援に

投入することを想定しております。  

  次に、「訓練参加時」における留意事項となりますが、本件に係る東京ＤＭＡＴの出

場決定は従来の災害現場活動と同じでありまして、福祉保健局、病院経営本部、都と協

議の上、東京都災害医療コーディネーターの助言を得ながら行うものでございます。  

  それを受けての指定病院への出場命令につきましても、指定病院に対して行うもので

ありますので、指定病院の長の指示によらない出場につきましては、補償等の観点を踏

まえまして、東京ＤＭＡＴの活動としてはお認めできないという点と、次に、スライド、

資料の１９をごらんください。本訓練につきましても、都からの依頼文に基づく訓練の

み正規の訓練という整理にしたいと考えております。  

  また、訓練時の対応として、最後のスライド資料の２０となりますが、今後想定され

る運用方法に関する質疑等について記載しております。繰り返しになりますが、対象と

する訓練につきましては、東京都から病院長様あての依頼文が発出された訓練のみとし

まして、支援に必要な人員を柔軟に編成できること。また、自己施設の訓練も対象とす

ることにより、管理職等に就かれ、これまで訓練参加や出場機会の少なかった東京ＤＭ

ＡＴ隊員の更新機会の創出にも寄与するものと考えております。  

  資料７の説明につきましては以上でございます。  

○山口会長 ありがとうございます。  

  これは、まずは濱邊先生にコメント、まず口火を切っていただくのが恒例でございま

すので。  

○濱邊委員 東京都の災害医療コーディネーターである猪口先生もこの場にいらっしゃる

んですが、その下に、いわゆる地域災害医療コーディネーターが、１２医療圏に一人ず

つ、１２人いるわけです。しかし、実際に発災して、その地域災害医療コーディネータ

ーが医療対策拠点に入ったときに、一体誰がそれをサポートしてくれるのかということ

が、これまで「地域災害医療コーディネーターひとりぼっち問題」ということで、コー

ディネーター会議のほうでは盛んに話題になってたんです。それが、今回やっと、その

医療対策拠点に自院の東京ＤＭＡＴ隊員が入ってくれるということが明文化されました

ので、これで一息つけるというか、これで医療対策拠点らしくなるなということで一安

心しているところかと思います。そういう意味で、東京ＤＭＡＴが活用できるのはあり

がたいというところでしょうか。  

○山口会長 ありがとうございます。  

  具体的な、こうした市部から区部へのというような形を実際に訓練で体験されている

のは広尾病院ですよね。ちょっとコメントをいただいてもいいですか。  

○後藤委員 年に１回から２回、院内の災害コーディネーター役がいるんですけれども、

それを含めて、そのコーディネーターが不在の場合、災害発生時、どういった活動をす

るかというのをうちの病院と、あと市部ですね、青梅市立ですとか、そういったところ、
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あとは日赤さんとか、いろんなところと協力して訓練をさせていただいています。おお

むね良好に行われているかとは思いますが。  

○山口会長 青梅市立がぽんと入ってきても機能するものですか、実際問題、先生。 

○後藤委員 基本的には、うちの病院内のＤＭＡＴ隊員も必ず１名そこにいるので、院内

の状況、あと近隣の状況等を教え合いつつやってるので、割とスムーズに出てます。  

○山口会長 ありがとうございます。  

  この辺は、土肥先生はいかがですか。実際に具体化したものが出てきましたけど。  

○土肥委員 非常にこれはいいのかなと思うんですけども、やっぱり今、いろんなところ

でアイソレートされる場所というのもいっぱいあるので、別にこれが今度、市と区だけ

でなくても、区の中同士でもいろいろできると思うんです。最初の取っかかりとしては

非常にあれですし、我々のところも当然、市のほうに手伝いに行ったり、こっちに来る

ということに関しては、非常に全体的には、こういう話し合いができたらいいねという

ことはもう以前から出たので非常にいいのかなと思います。  

○山口会長 ありがとうございます。大変好意的なご意見を賜りましたけども、林先生。  

○林委員 都立広尾病院さんと同じ圏域内で、基幹災害拠点病院というのは一災害拠点病

院という格好で連携をしたり、いろいろ実験というか、いろんなことをトライアルさせ

ていただいているので、非常にふだんから関係づくりもよくて、それがどんどん広がっ

ていけばいいかなというふうに思っています。東京医大八王子医療センターさんでした

っけ、一緒にちょっと、ビデオとかも見てやったと思うんですけど、うまく組織立てる

と非常に有効かと思いますので、いろいろ多層に組んでいくといいのかなというふうに

思います。  

○山口会長 ありがとうございます。コントロールはあくまでも福祉保健局がやるんです

よという大前提だというお話ですね。  

  あと、それから、訓練については、あらかじめ決められたルールにのっとった訓練の

みが認められますよというお話でしたけども、この辺についても委員の先生方、ご意見、

いかがですか。よろしいでしょうか。  

  では、こうした東へ西へというような、これは実際に今後、具体的な訓練の中で生か

されていくようなご計画がもしおありだったらちょっと聞きたいんですけど、まだ今の

段階では計画、まだ具体化されていませんか。もしそんなことをお考えだったらちょっ

と教えていただきたいと思いますが。  

○草野災害医療担当課長  先生方、ありがとうございます。今年度につきましては、内閣

府と合同の９月７日の訓練のほうで、そういう形の訓練ができればいうことで内容のほ

うを詰めてございます。 

○山口会長 ありがとうございます。じゃあ、その折には、また委員の先生方にご協力い

ただくかもしれませんので、どうぞよろしくお願いいたします。  

  この第５番目の審議事項についてはいかがでございますか。 
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（なし）  

○山口会長 はい。 

  では、お認めいただいたということで、その他というところがございますが、これに

ついては事務局、何かご用意されているんでしょうか。  

○事務局（関） 資料はございませんが、東京ＤＭＡＴの帰院時における緊急走行につい

て説明をさせていただきます。  

  疑義事項につきましては、昨年度の東京ＤＭＡＴ事後検証小委員会等におきまして、

東京ＤＭＡＴの出場時のみならず、帰院時にも緊急走行を認めるよう、ご意見がござい

ました。具体的には、東京ＤＭＡＴ事案出場中、途中キャンセルとなり、その傷病者が

自院へ搬送される場合については、急いで自院へ戻りたいので緊急走行できないか。ま

た、この場合、状況に応じて東京ＤＭＡＴ連携隊と傷病者が乗った救急隊をドッキング

させることができないか。さらには、東京ＤＭＡＴの活動終了後、その事案ではないほ

かの三次患者の搬入や院内急変患者への対応などで急いで自院へ帰りたい必要性が生じ

た場合には、緊急走行で帰院できないか、などの疑義がございました。  

  いずれにしましても、道交法あるいは同法施行令等にかかわる内容となるため、所管

しております警視庁へ、帰院時の緊急走行についてご相談をさせていただきました。結

果として、道交法施行令の審査基準等によりまして、帰院のための緊急走行はできない

とのことでございました。  

  ただし、東京ＤＭＡＴが搬送中の傷病者とドッキングする運用につきましては、出場

の延長として捉えることができるとの判断がございました。早速、平成３０年１月以降

の東京ＤＭＡＴのドッキング事案を確認しましたところ、４件の事案がございました。

それを誰が判断したのかになりますが、４件のうち３件が警防本部、すなわち指令室が

連携隊車両のＧＰＳ等の位置情報を確認した上での判断となっておりまして、残りの１

件につきましては、現場の責任者である指揮本部長の判断となっております。  

  冒頭、昨年度の東京ＤＭＡＴ出場状況で報告しましたとおり、東京ＤＭＡＴの活動状

況の中で、直ちに東京ＤＭＡＴを引き揚げにするのではなくて、現場直近まで東京ＤＭ

ＡＴが来ている場合に、そのまま現場に向かわせることが効果的と判断したケースの増

加が数字として表れているという説明をしましたが、東京ＤＭＡＴの引き揚げ時期につ

きましては、病院が決まらず傷病者が現場にいる場合、または傷病者の不利益とならな

い位置に傷病者を乗せた救急車が近くにいる場合につきましては、ドッキングという形

で早期に災害現場で医療を届けるという理念のもと、できる限り傷病者に接触をさせる

取り組みを東京消防庁にご協力いただきながら推進していくという整理をしたいと考え

ております。  

  説明につきましては以上でございます。  

○山口会長 ありがとうございます。  

  この辺についての問題提起も、濱邊先生ですか、はい。 
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○濱邊委員 今の帰院時の緊急走行という要望がどこから出てきたかというと、事後検証

小委員会での検証の中で、実際にこういう問題があったんで何とかならないかという意

見が出たことからなんです。それを受けて、今の説明にあったようなことをはっきりさ

せることができたということで、そういう意味では事後検証小委員会が役に立ったとい

うか、存在価値があったのかなというふうに思っています。今日はお話はありませんで

したけれども、麻薬の取り扱いに関しても同様のように決めていただいたりしておりま

すので、今回の帰院時の緊急走行のことに関してもやっと決着がついたかなというよう

に感じているところです。 

  以上です。  

○山口会長 ありがとうございます。事後検証委員会できちっとこういった問題を取り上

げていただいて、正式にご質問をさせていただくことで一つ一つ整理がついてきている

という状況だということですけれども。  

  土肥さん、何かコメントはありますか、よろしいですか。  

○土肥委員 いや。 

○山口会長 石原先生、何かこの件について。  

○石原委員 大丈夫です。ありがとうございます。  

○山口会長 昨今の働き方改革とかいうことがありますので、当直の人数も各病院、非常

に絞られ、やむを得ない状況ですから、実際にそこの苦しい台所事情の中からＤＭＡＴ、

これだけ頻繁に現場に行ってますんでね、それを迎え入れるだけのスタッフを別途用意、

なかなか難しい状況もありますので、こうした問題提起は本当に切実なものでございま

すけれども。事務局からそういうご趣旨のご説明がありましたが、よろしゅうございま

すか。 

（なし）  

○山口会長 はい、ありがとうございます。  

  その他の事項については以上でよろしいんですか、事務局。はい。ありがとうござい

ます。 

  では、予定された報告事項、審議事項は以上です。  

  はい、どうぞ、お願いします。  

○ 濱邊委員  最初の方で申し上げたように、平成３０年度の活動状況を踏まえて、こと

しの５月末に事後検証小委員会を開催しています。実はそこで、帰院時の緊急走行と

同じような、現場からの問題点を幾つかピックアップしております。そうしたことを

ぜひ今年度中に決着していただければと思っているところですが、本来なら、この親

会にそれが上げられればよかったんですけれども、時間的なこともあったんだろうと

思います、上げられなかったようですので、後で検証小委員会の報告ということで、

何らかの形でまとめて問題提起をしたいというふうに考えております。  

 ついては、これは小委員会からのお願い事なんですけれども、委員会の議事録を早
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急に確定していただきたいと。今もこうやって、お金をかけて、速記者の方を臨席さ

せて記録をとっているわけですから、ぜひそれを有効に使っていただきたいと思いま

す。ちなみに、５月末の事後検証小委員会の議事録に加えて、この間の企画小委員会

の議事録もまだ確定してないと思いますので、ぜひ早急に確定していただくように、

事務局のほうで気合いを入れてやっていただければと思います。  

  以上です。  

○山口会長 事務局のほうではご努力いただきたいと思います。よろしくお願いいたしま

す。 

  先生、何か具体的に委員の皆さんに知っておいていただきたいような事項はあります

か。それは議事録確定した後でよろしゅうございますか。  

○ 濱邊委員  一応、簡単にポイントを申し上げておきます。ちょっと各論的なことにな

りますが、今、ケタラールが標準装備をされているんですけれども、何でケタラール

が標準装備になったかというと、最初、標準装備品を決めたときに、実はケタラール

は麻薬扱いをされていなかったものですからそういう形になったんです。しかし、現

時点ではケタラールは麻薬に準ずる、もしくは麻薬扱いをしているということで、そ

れだったらケタラールではなくて、もっと使いやすい麻酔薬、例えばフェンタニルと

か、そういうものに変えたほうがいいんじゃないか、とか、あるいは麻薬に関して扱

いがきちんと整備されたのであれば、その都度使いたいものを持っていけるように、

標準装備から外したほうがいいんじゃないか、というようなアイデアが検証委員の方

から出されました。  

 それと、もう一つ、これは今の緊急走行と同じような形で確認していただきたかっ

たこととして、実は今回の検証事案の中で、いつでしたかね、多摩のほうで起きた、

あれは何の火災でしたっけね、何火災といったっけ。何か大規模火災があって、何の

火災でしたっけね。 

○竹泉委員 多摩の工事現場でしたね。  

○濱邊委員 そうそう、まだ工事中の現場でウレタンか何かに火がついて多数傷病者が発

生したというのが、実は、今回検証対象になったんですが、その中で現場で挿管した患

者さんを病院に運ぶときに、ドクターが同乗しないと運べないのか、という疑問が出さ

れました。つまりＣＰＡの患者さんが、例えば救命士が現場で挿管した場合はそのまま

運べるんですけれども、医者が挿管をした、つまりＣＰＡじゃなくて、呼吸状態が悪く

て挿管した患者を、医者の同乗なしに、しかも挿管の資格を持ってない救命士や救急隊

が搬送しようとする場合に、それは許されるのかというようなことです。実は、この火

災の工事現場で、今申し上げたような疑問から、しようがないのでせっかく挿管してあ

った気管チューブを抜管して運んだという事実が、検証の中で挙がってきたのです。そ

うした経緯から、これは一つ、やっぱりきちんと手順というか、ルールを決めてほしい

ということになったわけです。  
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  それと、もう一点だけ、先ほど、キーワード方式による早期運用ということで出場件

数がふえたということがあったんですけれども、今回の工事現場の火災のときの東京Ｄ

ＭＡＴの出場要請は、実は早期運用のキーワードに基づいたのではなかったんですね。

早期運用のキーワードって、「挟まれ」とか、何でしたっけ、「下敷き」とか何か、そ

ういうものなんですけど、実は今回の工事現場の火災で問題になった、「多数傷病者」

というのは早期運用のキーワードの中に入っていないんです。要項上は、東京ＤＭＡＴ

は多数傷病者に出せるというふうになってるんですけれども、その多数傷病者を扱うケ

ースが、恐らく東京消防庁側も余りないということで、どういう形で東京ＤＭＡＴを出

していいのか、今回の場合、要請の出し方が混乱してたというようなことがあって、そ

れが検証委員会の中で問題になったのです。一方で、出場したＤＭＡＴ隊から、一応、

ルール上は、複数のＤＭＡＴ隊が出たときは統括ＤＭＡＴがその指揮所に入って全体を

見るというようなことが書かれてあるんだけども、実際問題としてそんなことはなかな

かできやしないというような話が出され、そういった教育面も含めて、多数傷病者に関

して少し見直すというか考えたほうがいいんじゃないかというような意見が出てきまし

た。 

  以上の３点の他にも幾つか問題点が出されておりますので、これらのことについて、

きちんとした形で報告を上げて、親会のご判断を求めていくというふうに思っていると

ころです。  

  以上です。  

○山口会長 ありがとうございます。事後検証委員会、本当にきっちりと活動していただ

いてて、こういう今ご指摘いただいた３点だけでも非常に重要なポイントだと思います

ので、こういうことはスピード感を持って解決できるように、こういう会だけで解決で

きる問題じゃない部分もありますので、東京消防庁とか関連機関と、せっかく上げてい

ただくこういうことについては、その検討を生かせるような形で進めたいと思います。

ありがとうございました。  

  ほかに、はい、どうぞ。  

○土肥委員 すみません、時間が押しているところで申しわけないんですけど、さっきの

東京２０２０の話の、その教育の話の部分で、ちょっと一つ、ここに書いてある課題の

ところの現状の、その「二次医療圏ごとの特性を踏まえ」とか、その下の主な教育内容

にも「想定される事態」とかいう言葉が入ってまして、いや、何でここのところがあれ

かというと、僕の例えば昭和大学病院と、あと僕たちのところは江東豊洲病院ですね、

選手村に一番近いところを抱えていて、指定病院にはなってないんですけども、実際、

今、院内のほうで我々がどういう準備をするかとか、いろんなどういう想定をするかと

いうのを病院の中とか大学の中ではいろいろやってはいるんですけども、せっかく二次

医療圏の中でそういう話し合いがあるときに、どうやってその特性とか想定される事態

が、アンケート調査か何かをとる、こういう想定される事態はあれですけど、例えば特
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性とか、こういうことを教えてほしいとか、逆に言うとですね。そういう何かその辺の

ことは、東京ＤＭＡＴ側にこういうことを聞きたいと逆に言うと、教えたいじゃなくて

聞きたいというようなことの吸い上げみたいなのって何か計画されているのかなと思う

んですけど。  

○山口会長 はい、ありがとうございます。それは、じゃあ私のほうから回答させていた

だきます。  

  これは、ここに書いてある項目については、教育の６項目の中に入っているものを前

提に書かれてます。６項目はどんなことで構成されていますかというと、一つが医療救

護の実際の体制、これは東京オリンピック・パラリンピックの実際の医療体制を皆さん

にお示ししながら、競技場内はこうですよと、ラストマイルはこうですよというような、

そういう体制を実際に知っていただくというのが一つです。二つ目が、大規模イベント

のリスク、これはマス・カジュアルティという側面とテロという側面と、二つの側面が

ありますよというようなことを二つ目の事項。三つ目が、想定される事態と最低限の決

まり事ということで、実際に音がしたときに、まずどう初動するかというようなことを

知っていただくというのが三つ目。四つ目が、ＣＢＲＮＥの基本的な対処法。これは実

際に服を脱ぐ、それから簡単にワイプするということで９９％オーケーですので、具体

的な各論には触れないでということ。それから、五つ目が、テロの中でも一番蓋然性が

高いと言われている爆傷と銃創というような、大量に四肢から出血するような場合の対

処とターニケットと。これを基本線にして構成しています。ただ、医療圏の先生方は大

変お忙しいので、全体のボリューム感としては２時間から２時間半ぐらいしか確保でき

ないということを踏まえまして、まず基本的なことを講演、講義としてさせていただい

て、そして、お集まりの皆さん、先生方とできるだけその後、交流の時間を可能な限り

とらせていただいて、地域の特性というような部分については少し掘り下げて。  

○土肥委員 そういう時間でやっていく。 

○山口会長 はい、そういう時間でやっていただこうかというようなことを今のところ考

えております。まだ具体的にフィックスしていませんので、ご意見があれば、そういう

ものをできるだけ反映させていただいた形でつくり込みたいと思っておりますが。  

○土肥委員 多分、会場とかの関係とか、いろんな地理の特性でかなり準備もあれも違う

と、聞きたいことも多分違うのかなと思うんで、ぜひその点を。 

○山口会長 はい、ありがとうございます。  

  ほかに。はい、どうぞ。  

○原田委員 すみません、時間が押しているところ、赤十字病院のコーディネーターの原

田なんですけど、しつこいようですけども、帰院時の緊急走行なんですけれども、これ

ってもう、とりあえずこれはもう無理だよということで終わって、次またアプライする

とか、そういった先のことって何かありますか。というのは、うちの病院、もう埼玉の

辺まで行って帰院するのに４０分ぐらいかかることがしょっちゅうあるんですよ。とな
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ると、オンコールを呼んだりとか、そういったことまでかかわってくるので、ちょっと

バランスが悪過ぎるなということもあって、現状は道交法のことがあるのでしようがな

いとは思うんですけど、東京都として今後、この先何か調整するよしとか、そういった

ことというのがあったら教えていただきたいなと思いますけれども。 

○草野災害医療担当課長  一応、この件につきましては、警視庁さんのほうからも解釈を

いただいている中では、今日ご説明したとおりの範疇というのが現状だというところで

ございます。  

○山口会長 はい、ありがとうございます。  

○濱邊委員 武蔵野日赤さんって埼玉の方まで出るの。  

○原田委員 もう新座の近くまで、練馬区の端まで行ったりとかします、王子の先も。あ

と清瀬とか、その辺まで。 

○濱邊委員 それは武蔵野日赤さんの、カバーするエリアということなんですか。 

○原田委員 だって、ほかないんですもん。昭和があって、あと順天はないんで、そうす

ると、うちに入ってくるんですよ。 

○濱邊委員 公立昭和さんはないんでしたっけ。  

○原田委員 いや、あるんだけど、出ない場合もあるんで。  

○濱邊委員 ああ、出られない場合もあると、なるほど。  

○山口会長 ありがとうございます。  

  そのほか、よろしゅうございますか。  

（なし）  

○山口会長 では、議事のほうを事務局のほうにお返ししたいと思います。ありがとうご

ざいます。  

○草野災害医療担当課長  山口会長、ありがとうございました。  

  それでは、以上をもちまして、令和元年度東京ＤＭＡＴ運営協議会を閉会させていた

だきます。  

  本日はお忙しい中、まことにありがとうございました。  

（午後５時１６分 閉会） 

 


